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（１） 業務環境 
 

１） 岐阜県の景気動向 

   令和２年度の県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により大半の業種において売上高は減少、収益においても減益と厳し

い状況である。 

   また、先行きについても、新型コロナウイルス感染症の収束にはなお時間を要し、社会、経済活動の制約が引き続くと考えられる

ことから、景気動向は感染拡大前に比べて低い状況が続くことが予想される。 

 

２） 中小企業を取り巻く環境 

   県内中小企業・小規模事業者の経営環境は、１）の景気動向の下、一部の業種では業況回復の動きがみられたが、新型コロナウイ

ルスの感染再拡大により、依然として予断を許さない状況にある。 

製造業では、電子材料関係が堅調であるのに加え、自動車関連についても需要が戻りつつあるものの、航空機関連部品関係につい

てはまだ回復のめどが立っていない。 

商業、サービス業では、インバウンドの大幅な減少、緊急事態宣言などにより、飲食、旅館業において前年売上高を大きく下回っ

ている。 

建設業では、公共工事は堅調に推移しているが、住宅着工件数は前年を下回っている。 

雇用情勢は、前年まで人出不足の業種が多く見られ、有効求人倍率も高位であったが、今年度は前年度を大幅に下回っている。 

企業の設備投資は、全体的に様子見または延期の傾向にあり厳しい状況である。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業の資金繰りについては、国や自治体の金融支援策により手元資金は確保できてお

り、落ち着いている状況である。これらの各種支援策により、企業の倒産は抑制されているものの、コロナ禍の長期化により全般的

に厳しい環境が続いていることから、業績が回復していない経営体力の乏しい企業を中心に倒産が増える可能性がある。  
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（２）  業務運営方針 
 

このような状況下、当協会は新型コロナウイルス関連保証により中小企業者への資金繰り支援を積極的に行った結果、保証債務残

高はリーマンショック以来となる５，０００億円に達し、一時的な資金繰り対策などの対応は出来たものの、一方で中小企業者の債

務は大きく増加している状況となった。今後、新型コロナウイルス感染症が収束に向かい、日本経済が回復軌道に乗ろうとも中小企

業者が元の経営状態に戻すのは容易ではない。 

当協会は、こうした中小企業者に対して、今後も適切な信用供与を行い、金融機関や中小企業支援機関などと連携し、これまでの

資金繰り支援策や経営支援メニューを継続するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くのか不透明な状況におい

て、支援策の拡充・見直しを不断に行い、県内中小企業者を支え、地域経済の回復・発展に寄与していく。 

そのため、ウイズコロナ・アフターコロナを見据え今後３ヶ年における基本方針を次のとおりとし、各部門にて全力で取組んでい

く。 

 

① ウイズコロナ・アフターコロナにより求められる経営支援・事業再生の推進 

コロナ禍の状況などを見極めながら中小企業者の事業継続や発展のため適宜資金繰り、経営改善、事業再生支援を実施すべく、

金融機関や中小企業支援機関との連携を図り、事業の持続可能性に向けた支援策に努める。 
 

② ウイズコロナ・アフターコロナを見据えた期中管理業務の強化 

新型コロナウイルス関連保証で急増した保証の中で、延滞などの事故報告提出先については、ウイズコロナ・アフターコロナを

見据えて金融機関と連携した円滑な業務遂行および経営支援が行えるように期中管理業務の強化に努める。 
 

③ ウイズコロナ・アフターコロナを見据えた経営者などの再チャレンジを目指した回収の推進 

初動対応の徹底と効率性を重視し回収の最大化に取組むとともに、「経営者保証ガイドライン」などを活用した再チャレンジ目線

を取入れた回収を推進する。 
 

④ ウイズコロナ・アフターコロナを見据えた信頼される組織づくりと人材の育成 

役職員一人ひとりが、日常業務において高い倫理観と責任感を持って行動することによってコンプライアンスをさらに徹底、実

践するとともに、職員の資質向上を図り、誰からも信頼される協会職員となるための人材育成に努める。 
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【保証部門】 
 

１） コロナ禍における中小企業者の持続可能な資金繰り支援 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することも予想される中、企業経営に注力できるよう資金繰り支援を継続する必要があ

る。そのため、中小企業者に寄り添い、ニーズに合った各種保証制度の提案や推進により、きめ細かな対応を行う。 

 

２） 中小企業者に関わる関係機関との連携強化 

経営課題が複雑化する中で、関係機関間の連携は益々重要となってきており、金融機関、顧問税理士、中小企業支援機関などとの

連携を強化し、中小企業者の特性や現状を把握し情報共有することにより、各機関の持つ強みを活かした対応を行うことで、コロナ

禍における中小企業者の経営改善や発展に繋げる。 

   

３） ウイズコロナ・アフターコロナに対応可能な保証審査態勢の確立 

ウイズコロナ・アフターコロナの環境下における保証審査では、中小企業者の現状や資金繰りについて、よりきめ細かな把握が必

要となる。 

したがって、財務諸表のみに依存することなく、中小企業者の事業性などを踏まえた保証審査に努め、中小企業者の抱える課題の

解決、経営改善を後押しする。 

 

【経営支援部門】 
 

１） 中小企業者の中長期的ビジョンを見据えた取組みに対する経営支援の充実 

新型コロナウイルス感染症の拡大およびアフターコロナの段階では、企業の構成要因である経営資源（ヒト・モノ・カネなど）や

コア・コンピタンス（企業の中核を担う強み）の重要性を理解することやその強みを活かした経営体制を再構築することが必要不可

欠である。 

したがって、既存の経営資源を最大限活用できる経営戦略の立案を目指す中小企業者に対し、当協会独自の経営支援メニューであ

る「知的資産経営報告書策定」や「現場改善専門家派遣」を実施するなど伴走支援により、中小企業者の中長期的ビジョンを見据え

た支援に取組む。 

 

２） 地方創生への取組みの充実 

コロナ禍にあっても創業の相談や創業保証申込みは引き続き高水準で推移していることから、商工会議所・商工会や金融機関と連

携した創業セミナーへの参画により創業保証制度の利用促進を図る。 

また、県内の高等学校や大学などと連携した授業や講義を継続実施し、起業家精神の醸成を積極的に支援していくことで、地域に
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根差した公的機関として地方創生に一層の貢献を果たしていく。 

 

３） 返済条件緩和先に対する取組みの充実 

中小企業者の実情、特に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の状況を把握し、金融機関と連携してその実態

に応じた弾力的な条件変更に取組み、資金繰りの支援に努める。 

   

４） 中小企業支援機関と連携した支援体制の充実 

新型コロナウイルス感染症の影響により中小企業者が直面しているさまざまな課題について現地訪問のうえ把握し、その課題解決

を支援する。このため、金融機関や中小企業支援機関と個別連携して強力に取組むことはもとより、当協会が事務局を務める岐阜県

経営支援機関担当者連絡会（サポネットぎふ）や岐阜企業力強化連携会議（全力応援！ぎふネットワーク）などの連携会議を活用し

て、会員機関間の情報共有や目線合わせなどに努め、当協会が中小企業者にとっての「経営支援のコンシェルジュ」となるべくその

役割を果たしていく。 

 

５） 経営支援の取組みに対する効果検証の試行・準備 

経営支援の効果測定のために蓄積された経営支援関連データ、信用保証関連データ、財務状況関連データにより、効果検証の試行・

準備を行う。 

 

【期中管理部門】 
 

１）  期中管理部門の充実・強化 

① 新型コロナウイルス関連保証で急増した保証の中で、延滞などの事故報告提出先の期中管理業務を円滑に遂行するため、金融機関

担当者向けに期中管理業務説明会を開催するなど、適正な期中管理に努める。 

② 金融機関から事故報告の提出を受けた中小企業者の現状把握に努め、金融機関、中小企業支援機関と連携し、中小企業者のニーズや

ライフステージに合った経営支援を行う。 

 

【回収部門】 
 

１）  初動対応の徹底と効率性を重視した回収の実践 

代位弁済方針となった案件については、期中管理部門と事故報告の段階で情報共有を図り、代位弁済後に速やかに求償権回収業務に移

行できるよう連携を強化し、返済管理についてはシステムを活用することで効率性を重視した回収の最大化を図る。 
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２）  求償権消滅保証と「経営者保証ガイドライン」などによる保証債務免除の推進 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経営悪化したものの、事業再生の可能性があると判断できる中小企業者に対しては、求償権

消滅保証などの取扱いにより事業再生支援を積極的に推進する。 

また、完済の見込みは立っていないものの、誠実に定期弁済を履行している連帯保証人に対しては、「経営者保証ガイドライン」などを踏ま

えた保証債務免除の取扱いを推進する。 

 

３）  管理事務停止・求償権整理の推進 

回収見込みのない求償権については、管理事務停止を推進し、人材などの経営資源を回収見込みのある求償権に集中させる。 

また、管理事務停止となった求償権については、求償権整理を推進し、実際求償権残高の減少に努める。 

 

４）  保証協会債権回収株式会社岐阜県営業所（以下「サービサー」という。）の活用による回収促進 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することにより事業継続に支障をきたす中小企業者が増えることが予見されるため、サービ

サーと求償権回収や業務の運営に関する情報交換を緊密に行い、回収方針や情報の共有化に努め、サービサーを有効活用した回収促進に

取組む。 

 

【その他間接部門】 
  

１） コンプライアンス態勢の充実・強化 

① 職員が正しく理解し、行動できるよう役職員研修などでの啓発とフォローアップの徹底により、コンプライアンスを推進する。 

② 揺るぎない信頼を確立するため、顧客保護など管理態勢の徹底を図る。 

③ 一元的な管理態勢の下で組織として一丸となり、反社会的勢力との関係を遮断する。 

 

２） 危機管理態勢の充実・強化 

① 役職員に対するＢＣＰ（事業継続計画）の周知徹底を図るとともに、各種感染症の拡大防止策として本支店に感染防止対策担当

者を設置し、感染防止対策の徹底と普及啓発に努める。 

② システム関連の障害発生防止に努め、安定運用を図る。 

③ 定期的かつ継続的なシステム検証を行うことで、保証料違算発生の未然防止を図る。 

 
 

３） 信頼される保証協会職員となるための人づくり 

① 新たに制度化された新型コロナウイルス関連保証の返済据置期限到来を見据えたきめ細かな対応に向けて、必要とされる知識習

得と保証審査、経営支援および事業再生における能力の向上を図るべく、各種研修受講による職員のスキルアップに努める。 
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② 中小企業者に寄り添い、同じ視点で誠意と熱意を持って行動できる職員の育成を図るとともに、繁忙時、非常時においても安定

的な業務運営を遂行できるよう、適切な人員配置により組織力の強化に努める。 

 

４） 広報・広聴活動などの充実・強化 

① マスメディアを使った広報活動を継続的に実施し、信用保証協会と信用保証制度の認知度向上を図る。 

② ホームページやＳＮＳを利用し最新情報を発信することに加え、積極的な情報公開に努める。 

また、ＷＥＢなどを活用した情報発信の強化についても検討を進める。 

③ 中小企業者団体や中小企業支援機関との意見交換を積極的に行うことで、地域における経済情勢や中小企業者のニーズの把握に

努める。 

 

５） 信用保証業務の電子化など業務効率化の推進 

全国信用保証協会連合会において、金融機関と保証協会間の書類授受の効率化を図るため「信用保証業務の電子化」が検討されて

いる。こうした動きを踏まえて、保証協会システムセンターや東海地区の他協会と連携のうえ、今後、同電子化を採用する地域金融

機関に歩調を合わせ円滑な導入に取組むなど、ＩＴ化による業務の効率性向上に努めていく。 

 


